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１ 単独事業所及び本所・本社・本店が記⼊する事項

調査事項の⾒直しについて 資料２－２

○「電⼦商取引の有無及び割合」は廃⽌。
本調査事項については、経済構造実態調査に係る統計委員会答申（H30年8⽉）において、抜本的な⾒
直しの検討を求められていたことを踏まえ、基準年の経済構造統計である経済センサス-活動調査にお
ける取扱いを検討してきたところであるが、以下を勘案し廃⽌する。
 H28年経済センサス-活動調査結果を経たものの、現時点における調査結果の利活⽤は極めて少な
い状況である。

 また、経済産業省関係課からは、電⼦商取引の有無のみの把握では今後も利⽤予定はないとの意⾒
があるが、記⼊者負担軽減の観点から関連の調査事項拡充は困難な状況。

 経済産業省において、H10年度より毎年「電⼦商取引に関する市場調査」を実施。企業間や消費者
向け電⼦商取引の市場規模や動向が把握されており、広く利活⽤がされている。

参考︓H28年経済センサス-活動調査
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調査事項の⾒直しについて

２ 製造業調査票

○「⼯業⽤地及び⼯業⽤⽔」はH28年経済センサス-活動調査から継続。
H29年⼯業統計調査同様、記⼊者負担軽減の観点から「⽔源別⽤⽔量」の内訳事項のうち
「回収⽔」と「海⽔」を廃⽌し簡素化することを検討したが、⼯業⽤⽔道施設更新計画の
⽴案、需要予測、⽔循環⽩書における基礎データ等の活⽤に当たり、５年に１度の経済セ
ンサス-活動調査での把握要望があることから、H28年調査同様に調査事項とする。

「R3年経済センサス-活動調査項⽬案」
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３ 卸売業、⼩売業調査票

○ 商業統計調査項⽬「年間商品販売額の販売⽅法別割合」は追加しない。
商業統計調査の廃⽌に伴い、本調査事項を経済センサス-活動調査の「卸売業、⼩売
業」で引き継ぐことを検討したが、以下の理由から調査事項として追加は⾏わないこと
とする。

 本調査事項の区分は、当初、「現⾦販売」か「信⽤販売」かを問うために設けられ、
H26年商業統計調査において、主に事業系、鉄道会社系、流通系の⾮接触式カード
などを対象とした「電⼦マネー」を追加。

 即時払い、前払い、後払い（信⽤）に着⽬した区分であったが、昨今、これらの
「電⼦マネー」や「クレジットカード」以外のキャッシュレス決済⼿段が急速に進
展、多様化しており、現⾏の調査事項での回答が困難になっている。

調査事項の⾒直しについて

参考︓H26年商業統計調査
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４ サービス関連産業Ｂ調査票、事業所調査票（建設業、サービス業）
○ 「特定のサービス業における取扱件数、⼊場者数、利⽤者数等」はH28年経
済センサス-活動調査から継続。
経済構造実態調査に係る統計委員会答申（H30年8⽉） において、特定のサービス産業
に関する事業特性事項の把握に特化した⼄調査の位置づけ及び調査事項について再検討
することを求められており、基準年の経済構造統計である経済センサス-活動調査におい
ても、中間年調査と連携し取扱いを検討してきた。

R４年経済構造実態調査⼄調査の取扱いについては現在検討中であるが、現時点において
施策⽴案、市場規模把握等の利活⽤実績があることから、R３年経済センサス-活動調査
調査事項として継続する。

調査事項の⾒直しについて

「R3年経済センサス-活動調査項⽬案」



5

調査事項の⾒直しについて

５ 政治団体、宗教調査票

・政治団体、宗教については、設備投資の利活⽤が少ないことから、調査票（政治団体、宗
教）及び団体調査票から「設備投資の有無及び取得額」を廃⽌する。

６ 企業調査票
○ サービス収⼊の内訳の回答品⽬数を30品⽬から15品⽬に削減

試験調査結果の回答品目数を踏まえ、回答品目数を30品目から15品目に削減する。

【試験調査】 【本調査（案）】


